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空き家とは、年間を通して居住そ
の他の使用がなされていないこと
が常態となっている建築物のことを
いいます。

三原市公式マスコットキャラクター
やっさだるマン

もう少し
考える

手放す 持ち続けたい

今ある家・相続した家
どうしようか？

登記

売 却 賃 貸管 理

解体 補助制度 相談機関

p.7-9 p.10 p.10

p.6 p.12 p.11-12 p.14

他にも・・・



空き家はこのような問題を引き起こします！

よくある質問を紹介します！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

各種専門家に相談しよう！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

補助制度・事業を活用しましょう！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いろいろな活かし方があります！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自分で管理するポイントを紹介します！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自分でできない場合は業者を活用しましょう！・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

空き家になる前に備えをしましょう！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

空き家の適切な管理は所有者の責務です！

損害賠償や税額倍増のリスクにつながります ・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

不動産（家・土地）を相続したら必ず登記しましょう！

三原市も応援


